
 

 

大 阪 府 土 砂 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公

布 す る 。  

  令 和 元 年 八 月 三 十 日  

大 阪 府 知 事  吉 村  洋 文    

大 阪 府 規 則 第 三 十 四 号  

大 阪 府 土 砂 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る  

規 則  

 大 阪 府 土 砂 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 大 阪 府 規 則 第

八 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 大 阪 府 土 砂 埋 立 て 等 の 規

制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第

百 七 十 七 号 。 第 五 条 第 十 五 号 を 除 き 、 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  
 

 
（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 大 阪 府 土 砂 埋 立 て 等 の 規

制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第

百 七 十 七 号 。 第 五 条 第 六 号 を 除 き 、 以 下 「 条

例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  
 

（ 許 可 を 要 し な い 土 砂 埋 立 て 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

一 ・ 二 （ 略 ）  

三  運 動 場 、 広 場 そ の 他 の 場 所 に お い て 、 催

し を 実 施 す る こ と を 目 的 と し て 行 う 土 砂 埋

立 て 等 （ 一 時 的 に 行 わ れ 、 当 該 催 し の 終 了

後 遅 滞 な く 原 状 回 復 が 行 わ れ る も の で あ

り 、 か つ 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 計 画

で あ っ て 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 の 開 始 の 日 の

三 十 日 前 ま で に 、 知 事 に 提 出 し た も の に 基

づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 ） 

イ  催 し の 名 称 、 概 要 、 主 催 者 名 、 受 託 事

業 者 名 、 実 施 場 所 及 び 実 施 期 間  

ロ 土 砂 埋 立 て 等 の 計 画  

四  土 砂 を 発 生 さ せ る 者 が 工 事 区 域 外 に 搬 出

し た 土 砂 を 当 該 工 事 区 域 内 に 埋 め 戻 す こ と

を 目 的 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等 （ 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 計 画 で あ っ て 、 当 該 搬 出

の 開 始 の 日 の 三 十 日 前 ま で に 、 知 事 に 提 出

し た も の に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 ）  
 イ  工 事 の 名 称 、 概 要 、 発 注 者 名 、 請 負 人

名 、 工 事 場 所 及 び 工 事 期 間  
 ロ 土 砂 搬 出 及 び 埋 戻 し の 計 画  

五 （ 略 ）  

六  建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一

号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 建 築 物 の 敷 地

に お い て 、 建 築 物 を 撤 去 し た 後 に 当 該 建 築

物 の 跡 地 を 埋 め 戻 す こ と を 目 的 と し て 行 う

土 砂 埋 立 て 等  

七  前 号 の 敷 地 に お い て 、 建 築 物 の 新 築 、 改

築 又 は 増 築 を 目 的 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等

で あ っ て 、 土 砂 埋 立 て 等 の 高 さ （ 土 砂 埋 立

（ 許 可 を 要 し な い 土 砂 埋 立 て 等 ）  

第 五 条 （ 略 ）  

一 ・ 二 （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

三 （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

て 等 を 行 う 前 の 地 盤 の 最 も 低 い 地 点 と 土 砂

埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ た 地 盤 の 最 も 高 い 地

点 と の 垂 直 距 離 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 一

メ ー ト ル 未 満 で あ る も の （ 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 計 画 で あ っ て 、 当 該 土 砂 埋 立 て

等 の 開 始 の 日 の 三 十 日 前 ま で に 、 知 事 に 提

出 し た も の に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限

る 。 ）  
 イ  工 事 の 名 称 、 概 要 、 発 注 者 名 、 請 負 人

名 、 工 事 場 所 及 び 工 事 期 間  
 ロ 土 砂 埋 立 て 等 の 計 画  

八  建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 の 確 認 を 受 け て

行 う 建 築 の 用 に 供 す る 敷 地 の 造 成 を 目 的 と

し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等 で あ っ て 、 建 築 面 積

（ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第

三 百 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定

す る 建 築 面 積 を い う 。 ） を 当 該 土 地 に 適 用

さ れ る 建 蔽 率 （ 建 築 基 準 法 第 五 十 三 条 第 一

項 に 規 定 す る 建 蔽 率 を い う 。 ） で 除 し た 面

積 を 超 え な い も の （ 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 計 画 で あ っ て 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 の 開

始 の 日 の 三 十 日 前 ま で に 、 知 事 に 提 出 し た

も の に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 ）  
 イ  工 事 の 名 称 、 概 要 、 発 注 者 名 、 請 負 人

名 、 工 事 場 所 及 び 工 事 期 間  
 ロ 土 砂 埋 立 て 等 の 計 画  

九  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百

八 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 運

送 車 両 が 安 全 か つ 円 滑 に 走 行 し 、 及 び 駐 車

す る こ と が で き る 土 地 を 造 成 す る こ と を 目

的 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等 で あ っ て 、 土 砂

埋 立 て 等 の 高 さ （ 同 法 第 二 条 第 六 項 に 規 定

す る 道 路 （ 以 下 「 道 路 」 と い う 。 ） に 接 続

す る た め に 行 う 五 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 埋

立 て 等 区 域 に 係 る も の は 除 く 。 ） が 一 メ ー

ト ル 未 満 で あ る も の （ 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 計 画 で あ っ て 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 の

開 始 の 日 の 三 十 日 前 ま で に 、 知 事 に 提 出 し

た も の に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 ）  

イ  工 事 の 名 称 、 概 要 、 発 注 者 名 、 請 負 人

名 、 工 事 場 所 及 び 工 事 期 間  

ロ 土 砂 埋 立 て 等 の 計 画  

十  道 路 に お い て 、 地 下 埋 設 管 の 新 築 、 改 築

又 は 増 築 を 目 的 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等  

十 一 ・ 十 二 （ 略 ）  

十 三  都 市 計 画 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 四 年 政 令

第 百 五 十 八 号 ） 第 二 十 一 条 各 号 に 掲 げ る 建

築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行

為 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等  

十 四  大 阪 府 自 然 環 境 保 全 条 例 （ 昭 和 四 十 八

年 大 阪 府 条 例 第 二 号 ） 第 三 十 三 条 の 規 定 に

よ る 緑 化 （ 同 条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定

す る 緑 化 計 画 書 を 届 け 出 て 行 う も の に 限

る 。 ） 又 は 同 条 例 第 三 十 八 条 の 規 定 に 基 づ

き 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 届 出 を し 、 協

議 を し 、 そ の 他 必 要 な 行 為 を し て 行 う 緑 化

を 目 的 と し て 行 う 土 砂 埋 立 て 等 で あ っ て 、

土 砂 埋 立 て 等 の 高 さ が 一 メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

四 ・ 五 （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

十 五 （ 略 ）  
 

（ 不 正 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に 足

り る 相 当 の 理 由 が あ る 者 ）  

第 九 条 （ 略 ）  
 一 ― 三  （ 略 ）  
 四 （ 略 ）  
  イ ― ワ （ 略 ）  
  カ  大 阪 府 自 然 環 境 保 全 条 例 第 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に 違 反 し て 同 項 各 号 （ 第 五 号 、

第 七 号 及 び 第 八 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行

為 を し た 者 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ り 許 可 に 付 せ ら れ た 条 件 （ 同 条 第 四 項

第 五 号 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 係 る も の を

除 く 。 ） に 違 反 し た 者 、 同 条 例 第 十 五 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 同 項 各 号

（ 第 五 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行 為 を し た

者 若 し く は 虚 偽 の 同 項 の 規 定 に よ る 届 出

を し た 者 又 は 同 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規

定 に 違 反 し て 同 項 各 号 （ 第 五 号 及 び 第 七

号 か ら 第 九 号 ま で を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行

為 を し た 者 若 し く は 同 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 条 例 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に

よ り 許 可 に 付 せ ら れ た 条 件 （ 同 条 第 四 項

第 五 号 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 係 る も の を

除 く 。 ） に 違 反 し た 者  
 
  ヨ ― ツ （ 略 ）  
 

別 表 第 一 （ 第 十 一 条 関 係 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

三 

土 砂 埋 立 て 等 の 高 さ 及 び 土 砂 埋 立 て

等 に よ っ て 生 じ る 法 面 （ 擁 壁 で 覆 う

部 分 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 勾 配

は 、 次 の イ 又 は ロ に 掲 げ る 土 砂 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 イ 又 は ロ に 定 め る 高

さ 及 び 法 面 の 勾 配 と す る こ と 。  

イ ・ ロ （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  
 

 六 （ 略 ）  
 

（ 不 正 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に 足

り る 相 当 の 理 由 が あ る 者 ）  

第 九 条 （ 略 ）  
 一 ― 三  （ 略 ）  
 四 （ 略 ）  
  イ ― ワ （ 略 ）  
  カ  大 阪 府 自 然 環 境 保 全 条 例 （ 昭 和 四 十 八

年 大 阪 府 条 例 第 二 号 ） 第 十 三 条 第 四 項 の

規 定 に 違 反 し て 同 項 各 号 （ 第 五 号 、 第 七

号 及 び 第 八 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行 為 を

し た 者 若 し く は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り

許 可 に 付 せ ら れ た 条 件 （ 同 条 第 四 項 第 五

号 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 係 る も の を 除

く 。 ） に 違 反 し た 者 、 同 条 例 第 十 五 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 同 項 各 号

（ 第 五 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行 為 を し た

者 若 し く は 虚 偽 の 同 項 の 規 定 に よ る 届 出

を し た 者 又 は 同 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規

定 に 違 反 し て 同 項 各 号 （ 第 五 号 及 び 第 七

号 か ら 第 九 号 ま で を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行

為 を し た 者 若 し く は 同 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 条 例 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に

よ り 許 可 に 付 せ ら れ た 条 件 （ 同 条 第 四 項

第 五 号 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 係 る も の を

除 く 。 ） に 違 反 し た 者  
  ヨ ― ツ （ 略 ）  
 

別 表 第 一 （ 第 十 一 条 関 係 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

三 

土 砂 埋 立 て 等 の 高 さ （ 土 砂 埋 立 て 等

を 行 う 前 の 地 盤 の 最 も 低 い 地 点 と 土

砂 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ た 地 盤 の 最

も 高 い 地 点 と の 垂 直 距 離 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） 及 び 土 砂 埋 立 て 等 に よ っ

て 生 じ る 法 面 （ 擁 壁 で 覆 う 部 分 を 除

く 。 以 下 同 じ 。 ） の 勾 配 は 、 次 の イ

又 は ロ に 掲 げ る 土 砂 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 イ 又 は ロ に 定 め る 高 さ 及 び 法 面

の 勾 配 と す る こ と 。  

イ ・ ロ （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  
 

  


